
 

 

 

 

 平成 29年 12月 12日 
 
各  位 
 

会 社 名 岩井コスモホールディングス株式会社 
    代表者名  代表取締役会長 CEO   沖 津 嘉 昭 

（ｺｰﾄﾞ番号：8707 東証第一部) 

 

 

 

岩井コスモ証券株式会社 証券取引等監視委員会による勧告について 

  

 

 

 

 

 本日、証券取引等監視委員会より、当社の子会社である岩井コスモ証券株式会社を検査

した結果、法令違反に該当する事実が認められたとして、内閣総理大臣及び金融庁長官に

対して、岩井コスモ証券株式会社に行政処分を行うよう勧告がなされましたので、別紙の

とおりお知らせいたします。 

  

 

 

 

 

 

 

以  上 
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各  位    

   岩 井 コ ス モ 証 券 株 式 会 社 

   代表取締役会長 CEO 沖津 嘉昭 

 

 

証券取引等監視委員会による勧告について 

 

 

 

本日、証券取引等監視委員会より、当社を検査した結果、法令違反に該当する事実が認められたと

して、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、当社に行政処分を行うよう勧告がなされました。（勧告

内容については別紙をご参照ください。） 

 

 

今般の勧告を厳粛かつ真摯に受け止め、内部管理態勢のより一層の強化に取り組み、役職員一同全

力で再発の防止に努めて参る所存です。 

当社のお客様、株主様、並びに関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫

び申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

                         岩井コスモ証券株式会社 

                          経営管理部 TEL：06－6229－0291 

   以  上 
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 別 紙 
 

岩井コスモ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について 

 

１． 勧告の内容 

 

近畿財務局長が岩井コスモ証券株式会社（大阪市中央区、法人番号５１２０００１０７７４１８、

代表取締役 沖津 嘉昭（おきつ よしあき）、資本金１３５億円、常勤役職員８８４名、第一種金融

商品取引業、第二種金融商品取引業、以下「当社」という。）を検査した結果、下記のとおり、当該

金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び

金融庁長官に対して、金融庁設置法第２０条第１項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 

 

２． 事実関係 

○  公表前のアナリスト・レポートに記載される情報を用いて勧誘する行為及び当該情報の不適切

な取扱い 

当社において、当社のアナリストが作成したアナリスト・レポートについて、下記（１）から

（４）までの問題が認められた。 

 

（１） 一部の顧客に対して公表前のアナリスト・レポートに記載される情報を用いて勧誘する

行為 

    平成２９年２月から同年３月までの間に同社が公表したアナリスト・レポートのうち、

レーティング情報として新たに最高位のＡランクを付与し、同社単独でカバレッジを開始

した６銘柄について、勧誘等の状況を検証したところ、複数の営業員（少なくとも６部店、

８営業員）が、一部顧客（延べ２６名）に対して、アナリスト・レポート公表後には株価

が上昇する可能性が高いと強調するなどして、公表前の同レポートに記載される銘柄のレ

ーティングや目標株価等の情報を用いて株式の買付けを勧誘していた。 

 

（２） アナリスト・レポートに記載される情報の取扱いが不適切な状況 

    上記（１）の背景として、同社では、遅くとも平成１８年１０月から今回検査基準日（同

２９年４月３日）に至るまで長期間にわたり、アナリスト・レポートの公表前に、同レポ

ートに記載される銘柄のレーティングや目標株価等の情報を社内放送や社内イントラネッ

ト等を通じて全営業員に伝達・周知し、営業員が顧客に当該情報を用いた勧誘を行うこと

を容認するなど、アナリスト・レポートに記載される情報の取扱いが極めて不適切なもの

となっていた。 

 

（３） 内部管理態勢が不十分な状況 

    アナリスト・レポートの管理の適切性等をチェックすべき関連部署は、上記（１）のよ

うな不適切な勧誘が容易に行われる状態であったにもかかわらず、上記（２）の状況につ

いて問題認識を有することなく長期間にわたって容認しており、内部管理態勢は著しく杜

撰なものとなっていた。 

 

（４） 経営陣による不十分な態勢整備 

    経営陣は、営業態勢については積極的に整備する一方、法令等遵守態勢や内部管理態勢

については規制環境の変化や規制の趣旨を十分に踏まえた実効性のある態勢を整備してこ

なかった。 

 

 当社における上記のような業務運営状況は、金融商品取引法第５１条に規定する「業務の運

営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認

められる。 

以  上 

3


	HD岩井コスモ勧告鑑（17.12.12）.pdf
	監視委員会勧告（171212）.pdf



